


23
年
度
の
健
診
受
診
期
限
は
３
月
末

が
最
終
と
な
っ
て
い
ま
す
。
手
も
と
に

あ
る
健
康
保
険
証
に
健
診
受
診
券
が
残
っ

て
い
ま
せ
ん
か
。
健
診
受
診
券
で
１
万

円
相
当
の
検
査
を
無
料
で
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
ま
た
40
歳
か
ら
70
歳
の

方
で
、
年
度
中
に
０
と
５
の
つ
く
年
齢

に
な
る
方
は
節
目
健
診
の
対
象
と
な
り
、

人
間
ド
ッ
ク
が
最
大
５
万
円
安
く
利
用

で
き
ま
す
。
手
も
と
に
あ
る
保
険
証
に

ま
だ
健
診
受
診
券
（
節
目
健
診
受
診
券
）

が
つ
い
て
い
る
方
は
ぜ
ひ
利
用
し
ま
し
ょ

う
。
健
診
希
望
の
方
は
本
紙
２
、
３
面

に
支
部
提
携
医
療
機
関
へ
の
申
込
書
と

案
内
を
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
ふ
る
っ

て
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

さ
ら
に
40
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
方
で
、

血
圧
、
脂
質
、
血
糖
な
ど
の
健
診
結
果

か
ら
生
活
習
慣
病
に
な
る
可
能
性
の
高

い
場
合
、
保
健
師
・
管
理
栄
養
士
な
ど

の
専
門
職
に
よ
る
無
料
の
生
活
改
善
サ

ポ
ー
ト
「
特
定
保
健
指
導
」
の
対
象
と

な
り
ま
す
。
対
象
者
に
は
国
保
組
合
な

ど
か
ら
案
内
が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、

必
ず
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

利
用
者
へ
は
初
回
面
接
後
、
ク
オ
カ
ー

ド
（
３
千
円
分
）
を
進
呈
し
ま
す
。

◆
新
年
度
保
険
証
の
交
付

新
年
度
保
険
証
の
交
付
の
時
期
と
な

り
ま
し
た
。
新
保
険
証
の
受
け
取
り
の

流
れ
は
左
記
の
と
お
り
で
す
。

●
受
け
取
り
の
流
れ

①
４
月
分
ま
で
の
組
合
費
、
国
保
料
を

３
月
の
群
会
議
で
納
め
る

②
支
部
集
約
日
に
各
組
合
員
の
納
入
状

況
を
確
認
し
、
各
分
会
の
会
計
担
当

役
員
に
新
保
険
証
を
交
付
す
る

③
分
会
の
会
計
担
当
役
員
か
ら
各
群
の

役
員
に
交
付
（
交
付
方
法
は
分
会
ご

と
に
違
い
ま
す
）

④
各
群
の
役
員
を
通
じ
て
受
け
取
っ
て

下
さ
い
（
交
付
方
法
は
群
ご
と
に

違
い
ま
す
）

◆
労
災
更
新
の
お
知
ら
せ

年
度
末
は
労
災
保
険
年
度
更
新
の

時
期
で
す
。
加
入
中
の
方
に
は
３
月

上
旬
よ
り
順
次
書
類
を
郵
送
し
ま
す

の
で
内
容
を
確
認
の
上
、
忘
れ
ず
に

更
新
手
続
き
を
し
ま
し
ょ
う
。

①
労
災
特
別
加
入

３
月
中
旬
ま
で
に
更
新
手
続
き
を

お
願
い
し
ま
す
。

②
事
業
所
労
災

期
日
ま
で
に
支
部
に
て
更
新
の

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
支
部
定
期
大
会
議
案

Ｈ
Ｐ
に
掲
載
し
ま
す

今
年
度
よ
り
、
定
期
大
会
議
案
の

発
行
部
数
を
７
百
部
に
限
定
し
、
組

合
員
専
用
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
を
可
能
に
し
ま
し
た
。

今
月
、
分
会
六
役
＋
群
役
員
分
の

議
案
を
配
布
し
ま
す
。
な
お
希
望
者

に
は
議
案
を
配
布
し
ま
す
の
で
、
支

部
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

支
部
Ｈ
Ｐ
よ
り
「
組
合
員
の
方
」
・

「
組
合
員
専
用
ペ
ー
ジ
」
タ
ブ
を
押

下
す
る
と
、
「
支
部
定
期
大
会
議
案
」

の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
可
能
で
す
。
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２０２４年３月７日発行 東京土建大田支部《群会議の話題》 （４）

今
年
度
の
土
建
健
診
は
３
月
末
ま
で

健
診
受
診
券
使
わ
な
き
ゃ
あ
も
っ
た
い
な
い
！

組
合
費
・
国
保
料

の
変
更
案
内

◎
組
合
費
が
変
わ
る
時

一
般
に
組
合
費
は
、
年
度
変
わ
り
の

時
期
に
改
定
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
他

で
金
額
変
更
が
生
じ
る
場
合
も
あ
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

①
、
二
十
歳
の
誕
生
日
翌
月
分
～

三
千
二
百
円
か
ら
五
千
二
百
円
に

②
、
二
十
五
歳
の
誕
生
日
翌
月
分
～

五
千
二
百
円
か
ら
五
千
八
百
円
に

右
記
の
場
合
は
、
随
時
変
更
と
な
り

ま
す
。
な
お
三
十
歳
へ
の
変
更
は
、

年
度
に
一
回
（
六
月
分
か
ら
）
の
変

更
と
な
り
ま
す
。

◎
国
保
料
が
変
わ
る
時

組
合
費
と
同
様
に
、
通
常
は
年
度

変
わ
り
の
時
期
や
、
諸
手
続
き
（
扶

養
者
の
増
減
等
）
に
と
も
な
い
金
額

が
変
わ
り
ま
す
が
、
随
時
変
更
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

③
、
四
十
歳
の
誕
生
月
の
分
～

介
護
保
険
料
四
千
二
百
円
が
発
生

④
、
六
十
五
歳
の
誕
生
月
の
分
～

介
護
保
険
料
四
千
二
百
円
が
消
滅

⑤
ま
た
、
七
十
五
歳
の
誕
生
日
か
ら

「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」
に
移
行

と
な
る
た
め
、
国
保
料
の
請
求
が
な

く
な
り
ま
す

※
③
、
④
、
⑤
と
も
土
建
国
保
加
入

者
の
組
合
員
本
人
、
扶
養
家
族
が
対

象
と
な
り
ま
す
。

大田支部だけの独自制度

中学校卒業祝金
大田支部は組合員のための支部

独自の制度がいくつもあります。

〇中学校祝金・・・２万円

[申請要件]

①組合員の子どもが中学校を卒業した

②加入1年未満の方は1年経過した後、給付

[手続きの流れ]

①申請用紙を記入(支部ＨＰ印刷可)

②確認書類の準備

・続柄記載の住民票 ・卒業証書写し

※詳しくは支部事務所まで


